
２．荷主のエネルギー使用量の算定について 

 

本章では、改正省エネ法の定期報告で必要となる、特定荷主にかかわるエネルギー使用量の算定

に関係する内容について見ていきます。なお、特定輸送事業者については、①輸送能力を有する

燃料使用量、②エネルギー使用量と密接な関係を持つ値としては輸送トンキロの報告となることから、

説明を省略します。 

 

2.1 改正省エネ法で定められたエネルギー使用量算定式 

改正省エネ法の告示においては、以下の３つの式が定められています。 

 

図表２－１ 改正省エネ法で定められている３つの算定式 

①燃料法 

  エネルギー使用量(GJ) 

＝燃料使用量(kl)×単位発熱量(GJ/kl) 

②燃費法 

  エネルギー使用量（GJ） 

＝[輸送距離(km)/燃費(km/l)]×1/1,000×単位発熱量(GJ/kl) 

  ③トンキロ法（トラックの場合） 

   エネルギー使用量(GJ） 

        ＝[輸送重量(t)×輸送距離(km)] 

×燃料使用原単位(l/t・km)×1/1,000×単位発熱量(GJ/kl) 

 ＊1/1000 を乗じる理由は、単位を kl にそろえるため 

 

次節から、各算定方法について見ていきましょう 

 

2.2 燃料法 

燃料法とは、燃料使用量からエネルギー使用量を算定する方法です。最も精度が高い方法で

すが、混載の場合は荷主別按分が必要となるため詳細なデータ把握が必要となります。また、自家

物流を行っている荷主以外においては、輸送事業者にデータ提供を求める必要があります。 

 

１）算定式 

エネルギー使用量(GJ) 

＝燃料使用量(kl)×単位発熱量(GJ/kl) 

 

２）必要となるデータ 

  （１）燃料使用量 

    以下の把握方法が考えられます。 

    ・車載機等で把握した燃料使用量 

    ・燃料の購入伝票を収集し、燃料使用量とみなす 

    ・自社スタンドで管理している給油データを利用 

 

  

燃料使用量
（㍑、,kg、Nm3）

＝
燃料購入量

（㍑、,kg、Nm3）
期初の燃料在庫量

（㍑、,kg、Nm3）
期末の燃料在庫量

（㍑、,kg、Nm3）
＋ －
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 （２）単位発熱量 

   改正省エネ法の告示等に記載されております。図表２－２がその値です。 

     

図表２－２ 単位発熱量等一覧 

No. 燃料の種類 単位 ①単位発熱量 ②排出係数 

 

③ＣＯ２排出係数 

（①×②×44/12） 

1 ガソリン kl 34.6GJ/kl 0.0183 tC/GJ 2.32tCO2/kl 

2 軽油 kl 38.2GJ/kl 0.0187 tC/GJ 2.62tCO2/kl 

3 Ａ重油 kl 39.1GJ/kl 0.0189 tC/GJ 2.71tCO2/kl 

4 Ｂ重油 kl 41.7GJ/kl 0.0195 tC/GJ 2.98tCO2/kl 

5 Ｃ重油 kl 41.7GJ/kl 0.0195 tC/GJ 2.98tCO2/kl 

6 液 化 石 油 ガ ス

（LPG） 

t 50.2GJ/kl 0.0163 tC/GJ 3.00tCO2/kl 

7 ジェット燃料油 kl 36.7GJ/kl 0.0183 tC/GJ 2.46tCO2/kl 

8 都市ガス Nm3 0.0411GJ/Nm3 0.0138 tC/GJ 0.00208tCO2/Nm3 

9 電気 

イ 昼間の電気 

ロ 夜間の電気 

ハ 電気（上記以外） 

 

千 kWh 

千 kWh 

千 kWh 

 

  9.97GJ/千 kWh

  9.28GJ/千 kWh

9.76GJ/千 kWh

－ 0.000555tCO2/kWh 

出典： 

単位発熱量→改正省エネ法 経済産業省告示第 66 号 平成１８年３月２９日別表第１ 

排出係数→特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 経済産業

省、環境省令第３号 

 

３）データの入手可能性 

 燃料使用量についてのデータの入手可能性は以下のとおりです。 

 

図表２－３ データの入手可能性 

 燃料使用量 

輸送事業者 ○ 

荷主 × 
注１ 輸送事業者でも把握できない場合があります。 

注２ 輸送事業者にデータ提供を求める場合には、データの内容や頻度等について、輸送事業者の作業負荷等を十分配慮することが

必要です。 

 

４）算定例 

 ここでは、燃料法の算定事例を具体的に見てみましょう。 

 

図表２－４ 燃料法による算定例 

１．エネルギー消費量算定区間等 

ルート ○○物流ｾﾝﾀｰ（埼玉） → ＰＰ物流ｾﾝﾀｰ（群馬） → ○○物流ｾﾝﾀｰ（埼玉） 

使用している

燃料 

■軽油、□揮発油、□ＬＰＧ（液化石油ガス）、□ＣＮＧ、その他（       ） 

輸送区分 ■委託輸送          □自家輸送 

車種 ■貨物自動車         □その他（      ） 
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最大積載量

(kg) 

 

□～999、□1,000～1,999、□2,000～3,999、□4,000～5,999、□6,000～

7,999、  

□8,000～9,999、■10,000～11,999、□12,000～16,999、 

□軽貨物車、□その他（     ）、□不明 

運行形態 ■貸切便 □混載便 □その他（   ） 

輸送頻度 週７回（毎日配送） 

 

２．算定 

１）データ 

①算定期間 2006 年 9 月 1 日～9 月 30 日 

②データの種類及び算定値 

データ 
（式の項） 

性 格 （ 実

測/推定） 

取 得 方 法 （ 自 社 / 他

社） 

取得範囲 取得（集計）期間 値 

燃料 

使用量 

 

□実測 

■推定 

□不明 

□自社  

■他社 

C0 社 D0 営業所の月

間購入量から算定した

燃料使用量 

１ルートの

値 

1 ヶ月毎にデータ集

計 

336 ℓ 

 

（計算式） 

   エネルギー使用量（GJ）=燃料使用量(kℓ)×単位発熱量（GJ/kℓ）より 

 336 (ℓ) × 1/1,000 × 38.2 (GJ/㎘) ＝ 12.8352 (GJ)  

 

エネルギー使用量   12.8GJ       

＊ 336（ℓ）×1/1,000 という計算をする理由は、kℓ単位にするため。（336ℓ＝0.336kℓ） 

 

（上記補足説明）  
・燃料使用量は C0 社 D0 事業所の当該ルート使用車両の月間燃料購入量から算定したものであ

り、ＯＯ物流センター→ＰＰ物流センター→ＯＯ物流センターのルートの燃料使用量データではな

いが、当該車両は上記ルートのみを走行していると見なし、燃料購入量を燃料使用量として提供

していただいている。 

・当社配送車両はその帰り便（ルートのＰＰ物流センター→ＯＯ物流センター）にも梱包資材である

パレットやトートボックス等を引き取ってＯＯ物流センターに配送を行っている。 

 

５）その他の算定事例  

今回収集した中で燃料法を用いている事例は下記のとおりです。 

 

図表２－５ 燃料法の算定事例 

荷主・子会社 物流事業者 

４   15、16、17   19、20、21   22  33 ８ 

注１ 番号は、付録にある事例集（荷主・子会社及び輸送事業者）の左列のＮＯに対応しておりま

す。 

注２ 太字が４）の事例に該当します。 

 

また上記各事例における燃料使用量の把握方法については、次ページにまとめてあります。 
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図表２－６ 燃料使用量の把握方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自社・自グループで入手 他社から入手 

Ｎｏ４ 

車両ごとに使

用量（給油量）

Ｎｏ15、16、17

営業所の月間

購入量から 

Ｎｏ19、20、21

全輸送にかかる使用量

を距離按分 

Ｎｏ33 

車両ごとに使用量 

（給油量） 

Ｎｏ22 Ｎｏ８ 

精
度

 

精
度

 月間使用量 

凡例 

        

物流事業者の事例 

荷主・子会社の事例 

記号内に記載されているＮＯは、付録の事例集の左列のＮＯに対

応しております。 
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2.3 燃費法 

  燃費法とは、車両の燃費と輸送距離からエネルギー使用量を算定する方法です。実測で燃費

が把握できれば精度が高いですが、混載の場合は荷主別按分が必要となるため詳細なデータ把

握が必要となります。また、自家物流を行っている荷主以外においては、燃費値について、改正省

エネ法の告示の値を用いるか、輸送事業者にデータ提供を求める必要があります。 

 

１）算定式 

エネルギー使用量（GJ） 

＝[輸送距離(km)/燃費(km/l)]×1/1,000×単位発熱量(GJ/kl) 

 

２）必要となるデータ 

  （１）燃費 

     以下の把握方法が考えられます。 

     ・車両ごともしくは同じ車種単位ごとに計測した実測の燃費データ 

     ・改正省エネ法の告示で示された値（図表２－７参照） 

      

図表２－７ 自動車の燃費表 

輸送の区分 燃費(km/l) 

燃料 最大積載量（ｋｇ） 営業用 自家用 

軽貨物車 ９．３３ １０．３ 

～１，９９９ ６．５７ ７．１５ 

 

ガソリン 

 ２，０００kg 以上 ４．９６ ５．２５ 

～９９９ ９．３２ １１．９ 

１，０００～１，９９９ ６．１９ ７．３４ 

２，０００～３，９９９ ４．５８ ４．９４ 

４，０００～５，９９９ ３．７９ ３．９６ 

６，０００～７，９９９ ３．３８ ３．５３ 

８，０００～９，９９９ ３．０９ ３．２３ 

１０，０００～１１，９９９ ２．８９ ３．０２ 

 

 

 

軽油 

 

 

１２，０００～１６，９９９ ２．６２ ２．７４ 

出典：改正省エネ法 経済産業省告示第 66 号 平成 18 年３月 29 日 別表第２及びパンフレット「改

正省エネ法の概要（輸送に係る措置） 経済産業省・国土交通省」Ｐ６より作成 
 
＊上記を見ると、営業用トラックよりも自家用トラックの方が燃費の数値がよいため、一見すると図表 1－1 に記
載した荷主判断基準の「自営転換の推進」に反する結果となっているが、この理由は、図表 2－13 の右側にあ
るとおり、営業用トラックに比べて、自家用トラックの積載率が低く、貨物の重量が軽いことから起因していること
である。 

 

  （２）輸送距離 

    以下の把握方法が考えられます。 

    ・実輸送距離 

    ・輸送計画距離（発着地点間道のり） 

    ・輸送みなし距離（都道府県庁所在地間道のり） 
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（３）単位発熱量 

     2.2 燃料法の２）（２）を参照下さい。 

 

３）データの入手可能性 

 燃費、輸送距離についてのデータの入手可能性は以下のとおりです。 

図表２－８ データの入手可能性 

 燃費 輸送距離 

輸送事業者 ○（実測） ○（実測） 

荷主 ○（告示（図表２－７）より） ○（推定） 
注１ 輸送事業者でも把握できない場合があります。 

注２ 輸送事業者にデータ提供を求める場合には、データの内容や頻度等について、輸送事業者の作業負荷等を十分配慮することが

必要です。 

 

４）算定例 

  ここでは、燃費法の算定事例を具体的に見てみましょう。 

 

図表２－９ 燃費法による算定例 

１．算定区間の概要 

ルート 当社(愛知県東海市)→ＭＭ(愛知県海部郡)→当社(愛知県東海市) 

使用している

燃料 

■軽油、□揮発油、□ＬＰＧ（液化石油ガス）、□ＣＮＧ、その他（       ） 

輸送区分 ■委託輸送          □自家輸送 

車種 ■貨物自動車         □その他（      ） 

最大積載量

(kg) 

 

□～999、□1,000～1,999、□2,000～3,999、□4,000～5,999、 

□6,000～7,999、 □8,000～9,999、□10,000～11,999、 

□12,000～16,999、 

□軽貨物車、■その他（24,000～27,999）、□不明 

運行形態 ■貸切便 □混載便 □その他（   ） 

輸送頻度 1 回/日 

 

２．算定 

１）データ 

①算定期間 2006 年 10 月 1 日～10 月 30 日 

②データの種類及び算定値 

データ 

（ 式 の

項） 

性 格 （ 実 測 / 推

定） 

取得方法

（自社/ 

他社） 

取得範囲 取得（集計）期間 値 

輸送 

距離 

□実測  

■推定 

□不明 

□自社  

■他社 

計画距離 1 ヶ月 

 

往復 52.0km/回 

21 回/月 

燃費 □実測  

■推定 

□不明 

□自社  

■他社 

輸送区間 1 ヶ月 10 月燃費 

  2.40km/l ＊ 

＊燃費値については、該当車両と同車格の月間の燃費値（実測）を使用。（今回の輸送で実際に使
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用した車の値ではない） 

 

（計算式） 

 ①１回（１輸送）あたりの燃料使用量を求める。（輸送距離(km)÷燃費(km/l)） 

52.0(km)÷2.40(km/l)=21.67(l) 

②１回あたりのエネルギー使用量を求める。 

 21.7(l)×1/1000×38.2(GJ/kl)=0.829(GJ) 

③月 21 回輸送していることから 

 0.829(GJ)×21 回=17.4(GJ) 

エネルギー使用量   17.4GJ           
 

 

５）その他の算定事例  

今回収集した中で燃費法を用いている事例は下記のとおりです。 

 

図表２－１０ 燃費法算定事例 

荷主・子会社 物流事業者 

１、２   ５   ９、10、11   14   27、28、29   34、35 

41、42、43   44、45、46   （47、48） 

５，６，７ 

注１ 番号は、付録にある事例集（荷主・子会社及び輸送事業者）の左列のＮＯに対応しておりま

す。 

注２ 太字が４）の事例に該当します。 

注３ 荷主・子会社の 47、48 は貸切便のみ燃費法を使用 

 

また上記各事例における燃費値及び輸送距離の把握方法については、次ページ以降にまとめ

てあります。 
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図表２－１１ 燃費値の把握方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月間の車両ごとに

算出した燃費値の

平均値を使用 

自社・自グループで入手 他社から入手 

Ｎｏ５ 

Ｎｏ28 Ｎｏ27、29

主に利用して

いる車両の値

を使用 

Ｎｏ41、42、43
車両ごと当該月の燃

費値を使用 

経済産業省告示第 66 号別表第２ 

Ｎｏ44、45、46 Ｎｏ47、48 

Ｎｏ１、２

Ｎｏ９、10、11

Ｎｏ34、35 

Ｎｏ５、６、７ 
月ごとの自社全体

の平均燃費値を使

用 

Ｎｏ14 

該当車両と同車格

の月間の燃費値 

精
度

 

プラスチック促進処理

協会の値（親会社の指

示） 

１週間ほど実測して

求めた燃費値を使用

＜その他＞ 

輸送委託会社数社（500

台分）の過去の燃費値の

平均値を使用 

凡例 

        荷主子会社の事例 

物流事業者の事例 

記号内に記載されているＮＯは、付録の事例集の左列のＮＯに対

応しております。 

車両ごとの前年度燃

費値使用（不明分は

告示の値を使用） 
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図表２－１２ 輸送距離の把握方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村間の距離程 

他社から入手自社・自グループで入手 

Ｎｏ６、７、８ 

計画距離 

Ｎｏ９、10、11

計画距離 

Ｎｏ13、14 

Ｎｏ23 

ソフト（市販地図ソフト検索値等）

を使用 

Ｎｏ27、28、29Ｎｏ38、39 Ｎｏ49、50 

Ｎｏ41、42、43

Ｎｏ44、45、46Ｎｏ24、25、26 

Ｎｏ37

Ｎｏ1、2

Ｎｏ47、48 

Ｎｏ40 

Ｎｏ３ 

Ｎｏ５ 

集配送 

Ｎｏ12 

推定 方法は

特定できない 

Ｎｏ18 

Ｎｏ30、31、32 

運賃算定距離 

Ｎｏ34、35 

Ｎｏ52 

１輸送 

Ｎｏ51 

実走行距離  

定期便のため

１回分 

Ｎｏ１ 

県庁所在地間距離 
Ｎｏ２、３

Ｎｏ４ 

Ｎｏ５、６、７ 
Ｎｏ11、12、13

Ｎｏ16 

Ｎｏ９、10 Ｎｏ15Ｎｏ17、18 

Ｎｏ20 
Ｎｏ19 

拠点間距離 

Ｎｏ36 

自社距離テーブルに

基づく

実走行距離 1 ヶ

月ごとに集計

精
度

 

注 

・上記には燃費値、トンキロ法双方での使用事例が含まれている 

凡例 

        
荷主子会社の事例 

物流事業者の事例 

記号内に記載されているＮＯは、付録の事例集の左列のＮＯに対

応しております。 

実走行距離 定期便の

ため１回分 

運賃算定距離 
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2.4 トンキロ法 

 輸送トンキロからエネルギー使用量を算定する方法です。トラックについては、最大積載量別積

載率別原単位に最大積載量別に集計された輸送トンキロをかけて算出します。（この算定方法を一

般的に「改良トンキロ法」と呼びます。） 

  トラック以外の輸送モード（鉄道・船舶・航空機）については、輸送機関別のエネルギー消費原単

位を用いて算出します。 

 ＊本文及び付録にあるアンケート結果及び事例編では、 

●改良トンキロ法＝トラック輸送において積載率が把握できるもの 

●トンキロ法＝①鉄道、船舶、航空で図表 2－19 を用いて算定しているもの、②トラック輸送にお

いて、積載率が把握できず、後述の図表 2－13 の積載率が不明な場合の値を使用しているもの 

で整理してありますので、ご注意ください。 

 

2.4.1 トラックの場合 

１）算定式 

  エネルギー使用量(GJ） 

        ＝[輸送重量(t)×輸送距離(km)] 

×燃料使用原単位(l/t・km)×1/1,000×単位発熱量(GJ/kl) 

２）必要となるデータ 

 （１）輸送重量 

    以下に示すように、貨物単位もしくは車両単位で把握します。 

    （貨物単位） 

・実重量（実測） 

      ・容積換算重量（一律換算もしくは荷物種類別換算） 

    （車両単位） 

・最大積載量 

      ・最大積載量×平均積載率 

  （２）輸送距離 

     2.3 燃費法の ２）（２）を参照ください。 

  （３）積載率 

     使用車両の使用燃料種類、最大積載量別に積載率を把握する必要があります。なお、１）の

式には積載率という記載がありませんが、後述する（４）燃料使用原単位の値を計算する際に

必要となります。 

     なお、積載率が不明な場合は、告示の値（図表２－１３）を用いることが可能です。 

（４）燃料使用原単位 

     燃料使用原単位とは、輸送トンキロあたりの燃料使用量を表しています。具体的には、次ペ

ージの図表２－１３もしくはその下に記載した数式から算出することとなります。（図表２－１３に

記載されている値以外の積載率の値を用いる場合や細かい区分の最大積載量を用いて原単

位を計算したい場合は、数式を用いることとなります。） 

    ただし、図表２－１３は、最大積載量が 17 トン未満のデータに基づき設定されており、“17 トン

以上の大型車両については、燃費法等で実測により把握することが望ましい”（省エネ法 エネ

ルギー使用量算定に関する運用指針 Ｐ２８参照）とされております。 
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図表２－１３ トラックのトンキロあたり燃料使用量 

積載率が不明な場合 輸送の区分 輸送トンキロあたり燃料使用量 

積載率 平均積載率 原単位 

燃料 最大積載量（ｋｇ） 10％ 20％ 4０％ 60% 80% 100% 自家用 営業用 自家用 営業用

軽貨物車 2.74 1.44 0.758 0.521 0.399 0.324 10% 41% 2.74 0.741 

～1,999 1.39 0.730 0.384 0.264 0.202 0.164 10% 32% 1.39 0.472 

 

ガソリ

ン 
2,000 以上 0.886 0.466 0.245 0.168 0.129 0.105 24% 52% 0.394 0.182 

～999 1.67 0.954 0.543 0.391 0.309 0.258 10% 36% 1.67 0.592 

1,000～1,999 0.816 0.465 0.265 0.191 0.151 0.126 17% 42% 0.530 0.255 

2,000～3,999 0.519 0.295 0.168 0.121 0.0958 0.0800 39% 58% 0.172 0.124 

4,000～5,999 0.371 0.212 0.120 0.0867 0.0686 0.0573 0.102 0.0844

6,000～7,999 0.298 0.170 0.0967 0.0696 0.0551 0.0459 0.0820 0.0677

8,000～9,999 0.253 0.144 0.0820 0.0590 0.0467 0.0390 0.0696 0.0575

10,000～11,999 0.222 0.126 0.0719 0.0518 0.0410 0.0342 0.0610 0.0504

 

 

 

軽油 

 

 

12,000～16,999 0.185 0.105 0.0601 0.0432 0.0342 0.0258

 

 

49% 

 

 

62% 

0.0509 0.0421

出典：改正省エネ法 経済産業省告示第 66 号 平成 18 年３月 29 日 別表第３及びパンフレット「改

正省エネ法の概要（輸送に係る措置） 経済産業省・国土交通省」Ｐ８より作成 

 

貨物輸送量あたりの燃料使用量を求める式 

【軽油】 

  ln y = 2.71 - 0.812  ln(x/100) – 0.654 ln z 

【揮発油（ガソリン）】 

  ln y = 2.67 - 0.927  ln(x/100) – 0.648 ln z 

 ただし、 

y :輸送トンキロ当たり燃料使用量（l/t・km） 

x :積載率（％） 

z :貨物自動車の最大積載量  

 

ln について 

＜通常の対数＞ 

 （10×10×10＝）10 ３＝1,000  ⇔ log101,000＝３  記載方法は異なりますが、同じ意味です。 

 

ここで、logeA のことを ln A と書き、これを自然対数と呼びます。 

（e=2.71828・・・でネピア数と呼ばれる数字です。） 

 

■計算例 

ここでは、以下の場合の貨物輸送量あたりの燃料使用量を計算してみましょう。 

（なお、通常の電卓では、EXP の計算ができないため、ここでは表計算ソフトの EXCEL を使って 

求めてみましょう。） 

 

燃種：軽油 車両最大積載量：２トン＝2,000kg 積載率：78％ 
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①まず、ln y = 2.71 - 0.812  ln(x/100) – 0.654 ln z の式は 

 x=EXP(2.71-0.812ln(y/100)-0.654ln(z))に変形できます。 

  

②つづいて、ＥＸＣＥＬのセルに 

=EXP(2.71-0.812*ln(78/100)-0.654*ln(2000)) 

と代入します。この際に積載率 78％、最大積載量 2,000kg をそれぞれ、y と z に代入してください。

 

③式を入れたセルに答えとなる、0.127551 と出ます。ここでは有効数字３桁のため、0.128 が答えとな

ります。(参照事例 荷主・子会社Ｎｏ26） 

 

(その他) 

関東経済産業局ホームページに、“積載率関係荷主計算方法”のＥＸＣＥＬファイルが掲載されてお

ります。こちらで算出することも可能です。 

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/enetai/1-7_shoene_hou_ninusi.html 

 

３）データの入手可能性 

 燃料使用量についてのデータの入手可能性は以下のとおりです。 

 

図表２－１４ データの入手可能性 

 輸送重量 輸送距離 積載率 

輸送事業者 ○（実測/換算） ○（実測） ○（実測） 

荷主 ○（実測/換算） ○（推定） ○（原単位表（図表２－１３）より） 
注１ 輸送事業者でも把握できない場合があります。 

注２ 輸送事業者にデータ提供を求める場合には、データの内容や頻度等について、輸送事業者の作業負荷等を十分配慮することが

必要です。 

 

４）算定例 

 ここでは、改良トンキロ法の算定事例を具体的に見てみましょう。 

 

図表２－１５ 改良トンキロ法による算定例（荷主の事例） 

１．エネルギー使用量算定区間等 

ルート ＦＦ工場(大阪府) → ＧＧ工場(栃木県) 

使用している

燃料 

■軽油、□揮発油、□ＬＰＧ（液化石油ガス）、□ＣＮＧ、その他（       ） 

輸送区分 ■委託輸送          □自家輸送 

車種 ■貨物自動車         □その他（      ） 

最大積載量

(kg) 

 

□～999、□1,000～1,999、□2,000～3,999、□4,000～5,999、□6,000～

7,999、 □8,000～9,999、□10,000～11,999、■12,000～16,999、 

□軽貨物車、□その他（     ）、□不明 

運行形態 ■貸切便 □混載便 □その他（   ） 

輸送頻度 週に３便程度(月に１２～１５便) 
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２．算定 

１）データ 

①算定期間 2006 年 10 月 1 日～10 月 31 日 

②データの種類及び算定値 

データ 

（式の項） 

性格（実測/推定） 取得方法（自

社/他社） 

取得範囲 取 得 （ 集

計）期間 

値 

重量 

 

■実測 □推定 

□不明 

(出荷ｼｽﾃﾑで実重量

は把握できる。) 

■自社  

□他社 

１輸送ごと １ケ月ごと

に デ － タ

を集計 

１ヶ月の総重量 

２２０ｔ 

距離 □実測 ■推定 

□不明 

(市町村間の距離程) 

■自社  

□他社 

事前に把握  ６６０ｋｍ 

積 載

率 

□実測 ■推定 

□不明 

(平均積載率) 

■自社  

□他社 

１ケ月ごとの 

総輸送重量

÷ 

最大積載量 

 ８０％ 

 

計算式） 

２２０(ｔ)×６６０(ｋｍ)×０．０３４２(Ｌ/ｔ・ｋｍ)＝４，９６６(Ｌ) 

４．９６６(ＫＬ)×３８．２(ＧＪ/ＫＬ)＝１９０(ＧＪ) 

エネルギー使用量 １９０ＧＪ            

 ＊０．０３４２(Ｌ/ｔ・ｋｍ)は図表２－１３の該当区分の値を使用。 

 

２）記載していただいた範囲におけるエネルギー使用量算定にあたっての問題、課題点  
・運送会社の使用している車両の最大積載量が荷主では不明の場合がある。(増トン車使用、他

荷主と積み合わせをしている等) 

・積載率は平均推定であるため、本当の積載率が把握できていない。  

 

図表２－１６ 改良トンキロ法による算定例（物流事業者の事例） 

１．エネルギー使用量算定区間等 

ルート ＩＩＩＩ株式会社 

使用している

燃料 

■軽油、□揮発油、□ＬＰＧ（液化石油ガス）、□ＣＮＧ、その他（       ） 

輸送区分  

車種 ■貨物自動車         □その他（      ） 

最大積載量

(kg) 

 

□～999、□1,000～1,999、■2,000～3,999、□4,000～5,999、□6,000～

7,999、  

□8,000～9,999、■10,000～11,999、□12,000～16,999、 

□軽貨物車、□その他（     ）、□不明 

運行形態 □貸切便 ■混載便 □その他（   ） 

輸送頻度 毎日 
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２．算定 

１）データ 

①算定期間 2006 年 10 月 1 日～10 月 31 日 

②データの種類及び算定値 

データ 

（ 式 の

項） 

性格（実測/推

定） 

取得方法

（自社/ 

他社） 

取得範囲 取 得 （ 集

計）期間 

値 

重量 

 

□実測 

□推定 

■不明 

（荷主から提供） 

□自社  

■他社 

距離 □実測  

■推定 

□不明 

■自社  

□他社 

１輸送ごと 

（1 送り状） 
1 カ月ごと

1 送り状の 

（輸送重量）× 

（運賃計算上の距離） 

これを積み上げた 

輸送トンキロ 

1,377,702.491 トンキロ 

積 載

率 

□実測  

■推定 

□不明 

■自社  

□他社 

1 輸送ごと 

（ 幹 線 輸 送

のみ） 

1 カ月ごと

 

90.3％ 

 

計算式 

1,377,702.491（ｔ・ｋｍ）×0.0395（Ｌ/ｔ・ｋｍ）＝54,419（Ｌ） 

  54.419（ＫＬ）×38.2（ＧＪ/ＫＬ）＝2078.8ＧＪ 

 

エネルギー使用量  2078.8ＧＪ           

 

（上記補足説明）  
当社は、最大積載量・積載率・輸送トンキロのデータを報告するのみで、エネルギー使用量・ＣＯ2

排出量の算出は、行っていない。 

 

５）その他の算定事例  

今回収集した中で改良トンキロ法を用いている事例は下記のとおりです。 

 

図表２－１７ 改良トンキロ法算定事例 

荷主・子会社 物流事業者 

３   ６、７、８    12  18   30   32 

38  39  （47、48）  49  51、52 

１  ２、３、４  ９、10  11、12、13  

15、16、（17、18）  19  20 

注１ 番号は、付録にある事例集（荷主・子会社及び輸送事業者）の左列のＮＯに対応しておりま

す。 

注２ 太字が４）の事例に該当します。 

注３ 荷主・子会社の 47、48 は混載便について改良トンキロ法を使用 

注４ 物流事業者の 17、18 はトラック輸送部分について改良トンキロ法を使用 

 

また上記各事例における輸送重量及び積載率の把握方法については、次ページの図表にまと

めてあります。輸送距離については、図表２－１２を参照下さい。 
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図表２－１８ 輸送重量の把握方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他社から入手自社・自グループで入手 

Ｎｏ30、31、32 

Ｎｏ23 

Ｎｏ38、39 

Ｎｏ49、50 

Ｎｏ40Ｎｏ３

Ｎｏ37 

Ｎｏ６、７、８ 

１輸送ごと取得し、1

ヶ月単位で集計 

Ｎｏ１ 

１送り状ごとの輸送重量 

（実測/推定は不明） 

Ｎｏ５、６、７ 

Ｎｏ11、12、13

Ｎｏ19 

Ｎｏ９、10 Ｎｏ17、18 

Ｎｏ20 

Ｎｏ４ 

Ｎｏ24 

一定期間測定した平均重量 

Ｎｏ25 Ｎｏ26 

パレットごと 部品ごと カーゴごと

１輸送ごと取得し、それを集計 

１車両ごと取得し、1

ヶ月単位で集計 

Ｎｏ47、48 

Ｎｏ36 

１輸送ごと取得し、1

ヶ月単位で集計 

Ｎｏ15、16 

Ｎｏ２、３

１輸送ごと取

得し、それを

集計 

実
測

 

推
定

 

輸送計画上の重量 

Ｎｏ12 

Ｎｏ51 

Ｎｏ52 

容積換算 

精
度

 

Ｎｏ18 Ｎｏ13、14 

自社品目マスター重量より算出 

容積換算 

１輸送ごと取得し そ

れを集計

１輸送ごと取

得し、１ヶ月

単位で集計 

単一デポの総出荷重量

（実測/推計両方）

部品重量は実測だ

が、荷姿分の換算

係数をかけて算出 

１輸送ごと取得し、

半年単位で集計 

注 

・凡例については、図表２－６を参照のこと 

 

凡例 

        
荷主子会社の事例 

物流事業者の事例 

記号内に記載されているＮＯは、付録の事例集の左列のＮＯに対

応しております。 
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図表２－１９ 積載率の把握方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他社から入手自社・自グループで入手 

Ｎｏ30 Ｎｏ18 

Ｎｏ24、25、26 

Ｎｏ49 

Ｎｏ３

Ｎｏ６、７、８ 

1 ヶ月単位での輸送重

量÷最大積載重量 

Ｎｏ１ 

Ｎｏ11、12、13 

Ｎｏ９、10 

Ｎｏ20 

Ｎｏ19 

Ｎｏ38、39 

原単位を合成し算出 

（積載率の値そのもの

は提供を受けていない）

Ｎｏ４ 

１輸送ごと取

得し、1 ヶ月

の平均値で算

出 

Ｎｏ12 

Ｎｏ32 

経済産業省告示第 66 号別表第３ 

Ｎｏ13 Ｎｏ36、37 Ｎｏ50 

不明 

Ｎｏ51 年単位での輸送重量÷

最大積載重量 

Ｎｏ52

年単位での輸送重量÷

最大積載重量 

１輸送ごと取得し、それ

を集計 

Ｎｏ３ 

利用している複数の路

線業者からのヒアリン

グ結果よりみなし 

Ｎｏ２ 

Ｎｏ16 

Ｎｏ17、18 

精
度

 

満載 

＜その他＞ 

Ｎｏ３ 
路線業者の平均積載率 48％

をもとに 40％で設定 

1 ヶ月単位での輸送重量

÷最大積載重量 

１輸送ごと取得し、

算出 

１輸送ごと取

得し、半年の

平均値で算出 

凡例 

        

荷主子会社の事例 物流事業者の事例 

記号内に記載されているＮＯは、付録の事例集の左列のＮＯに対応しております。 22



2.4.2 トラック以外の場合 

１）算定式 

  エネルギー使用量(GJ） 

        ＝[輸送重量(t)×輸送距離(km)] 

×エネルギー消費原単位(MJ/t・km)×1/1,000 

２）必要となるデータ 

  （１）輸送重量 

    2.4.1 2) (1)を参照ください。 

  （２）輸送距離 

    2.4.1 2) (２)を参照ください。 

  （３）エネルギー消費原単位(MJ/t・km) 

    エネルギー消費原単位は、輸送トンキロあたりの燃料の発熱量を表しています。具体的には、

下記図表の値を用います。 

 

図表２－２０ 輸送機関別貨物輸送量当たりの燃料発熱量（トラック以外） 

輸送の区分 貨物輸送量当たりの燃料の発熱量（ＭＪ/トンキロ） 

鉄道 ０．４９１ 

船舶 ０．５５５ 

航空機         ２２．２ 

出典：改正省エネ法 経済産業省告示第 66 号 平成 18 年３月 29 日 別表第４ 

 

３）算定例 

 ここではトンキロ法による算定例を見てみましょう。 

 

図表２－２１ トンキロ法による算定例 

１．エネルギー使用量算定区間等 

ルート 名古屋南貨物駅 → 盛岡駅 

使用している燃料 □軽油、□揮発油、□ＬＰＧ（液化石油ガス）、□ＣＮＧ、■その他（ 電気 ） 

輸送区分 ■委託輸送          □自家輸送 

車種 □貨物自動車         ■その他（ 鉄道 ） 

最大積載量(kg) 

 

□～999、□1,000～1,999、□2,000～3,999、□4,000～5,999、□6,000～7,999、 

□8,000～9,999、□10,000～11,999、□12,000～16,999、 

□軽貨物車、□その他（     ）、■不明 

運行形態 ■貸切便 □混載便 □その他（   ） 

輸送頻度 毎日 

２．算定 

１）データ 

①算定期間 2006 年 11 月●日 
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②データの種類及び算定値 

データ 

（式の項） 

性格（実測/推定） 取得方法（自

社/他社） 

取得範囲 取得（集計）期間 値 

重量 

 

□実測  

■推定 

□不明 

輸送計画上の重

量 

■自社  

□他社 

対象輸送区間 （通常は 1 ヶ月毎） 

 

300t/日 

距離 □実測  

■推定 

□不明 

輸送計画上の距

離 

■自社  

□他社 

対象輸送区間 （通常は 1 ヶ月毎） 894km 

 

計算式） 

300（t）×894（km）＝268,200（ﾄﾝｷﾛ） 

 268,200（ﾄﾝｷﾛ）×0.491（MJ/ﾄﾝｷﾛ）＝131,686MJ 

エネルギー使用量    132GJ       
 

４）その他の算定事例  

今回収集した中でトンキロ法を用いている事例は下記のとおりです。 

 

図表２－２２ トンキロ法算定事例 

荷主・子会社用 物流事業者用 

14   23  31  40  （47、48）  ５０ (17、18) 

注１ 番号は、付録にある事例集（荷主・子会社及び輸送事業者）の左列のＮＯに対応しておりま

す。 

注２ 太字が３）の事例に該当します。 

注３ 荷主・子会社の 47、48 は鉄道輸送部分についてトンキロ法を使用 

注４ 物流事業者の 17、18 は内航船舶輸送部分についてトンキロ法を使用 

 

2.5 算定方法と算定に必要なデータ項目の関係 

  ここでは、算定方法と算定に必要なデータ項目の関係を整理します。 

 

 図表２－２３ 算定方法と算定に必要なデータ項目の関係 

 燃料使用量 燃  費 輸送重量 輸送距離 積載率 最大積載量

燃料法 ●      

燃費法  ●  ●   

改良トンキロ法   ● ● ● ● 

トンキロ法   ● ●   

凡例 ●…算定のために数値が必要なデータ 
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 [コラム 温対法について〕 

 

１．温対法とは 

１）温対法とは 

  地球温暖化対策の推進に関する法律（以下、「温対法」という。）は、京都議定書の採択を受け、

国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取組むための枠組みを定めた

ものとして、1998 年に制定された法律です。 

 

２）2005 年改正の背景 

  2005 年改正では、温室効果ガスを相当程度多く排出する者（特定排出者）に、自らの温室効果

ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられました。また、国は、報告された情報を集

計し、公表することとされております。 

 

３）改正省エネ法との関係 

  温対法第 21 条の 10 において、改正省エネ法との関係が記載されています。具体的には、改正

省エネ法の特定荷主、特定輸送事業者が温対法の特定排出者となり、温室効果ガスのうちエネル

ギー起源ＣＯ２の報告が義務付けられております。 

  ただし、特定荷主、特定輸送事業者の温対法における報告については、省エネ法の定期報告書

の中の別表９で兼ねることとなっております。 

 以下、算定方法について見てみます。 

 

２．二酸化炭素排出量の算定について 

１）算定式 

  燃料の種類ごとに、エネルギー使用量に単位量当たりの排出係数及び 44/12 を乗じて計算しま

す。ただし、鉄道、船舶、航空機においてトンキロ法でエネルギー使用量を算定している部分につ

いては、トンキロから二酸化炭素排出量を計算する。 

 

図表２－２４ 温対法における二酸化炭素排出量算定方法 

①燃料からの算定方法 

  二酸化炭素排出量（tCO2） 

＝エネルギー使用量(GJ)×排出係数(tC/GJ)×44/12 

（＝エネルギー使用量(ＧＪ)×ＣＯ２排出係数（tCO2/GJ）） 

②電気から算定方法 

  二酸化炭素排出量（tCO2） 

＝電気使用量（kWh)×ＣＯ２排出係数（tCO2/kWh） 

  ③鉄道、船舶、航空機においてトンキロ法でエネルギー使用量を算定している場合の算定方法

二酸化炭素排出量(gCO2） 

        ＝[輸送重量(t)×輸送距離(km)]×CO2 排出原単位(gCO2/t・km) 

 

*エネルギー使用量（ＧＪ）については、2.1 から 2.4.１で記載した方法で算出する。 

*排出係数、ＣＯ２排出係数は図表２－２参照 

*ＣＯ２排出原単位は図表２－２５参照 
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図表２－２５ 輸送機関別貨物輸送量当たりのＣＯ２排出量（トラック以外） 

輸送の区分 貨物輸送量当たりの燃料の発熱量（gCO2/t・km） 

鉄道 22 

船舶 39 

航空機                  1,490 

出典：環境省 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル  

＊デフォルト値として示した上記原単位のほかに、今後新たに詳細な原単位が設定された場合に

は、国のガイドラインや業界の設定値を参考にして活用できる。 

 

３．詳細情報 

  詳細については、以下のホームページに関連資料集、算定報告マニュアルが掲載されておりま

す。 

 温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度について（環境省ホームページ） 

 http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/ 
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[コラム 有効桁数について〕 

 

有効桁数の話をする前に、まず、計測の精度についてお話しましょう。 

 

物の長さを計る道具はいくつかありますね。 

巻尺、物差、ノギス、マイクロメーターなどなど 

これらの道具の最大の違いは何だと思いますか？ 

 

ここでのテーマに即して考えれば、計れる長さの小ささ（最小単位）だと思います。 

 

例えば、 

 巻尺･･･１cm 

 物差･･･１mm 

 ノギス･･･0.1mm 

 マイクロメーター･･･0.01mm 

 （最小単位はあくまでもイメージです） 

 

小学校の頃、算数の授業で物差（最長 30cm まで計れる竹もしくはプラスティックもしくはスチール製

で、ランドセルのヨコにそれ用のポケットが付いていた、あれです）を使って身の回りの物の長さを計

った記憶はありませんか？ 

その時、長さの計り方のお作法として「最小目盛の 10 分の１、すなわち１mm のひとつ下まで目測で

読んで、それを四捨五入した数字を記録する」と習ったと思います。 

 

具体的には（小学生の物差の最小目盛は１mm、すなわち、0.1cm ですから）、 

シャープペンシルの長さ･･･14.56cm⇒14.6cm 

消しゴムの縦の長さ･･･4.23cm⇒4.2cm 

 教科書の横の長さ･･･18.00cm⇒18.0cm 

と言った具合です。 

 

 

軽油の量を計測する最小単位は何でしょう？ 

長さの例をなぞらえれば、ビーカーで 100CC（100ml）単位、メスシリンダーで１CC（１ml）単位の計測

も出来ますが、僕らの住む物流の世界では１リットルが常識的な最小単位だと思います。 

 

したがって、社会通念的に、物流世界の軽油の量は１リットル単位までは“保証”されていると考えて

良いでしょう。 

 

            １リットル 

          １５リットル 

        １１３リットル 

     ８２２リットル 

１,１１２リットル 

３１,４１５リットル 
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これらは全て意味のある数字です。 

ここで挙げた数字の有効桁数（有効数字の桁数）を【 】内に書くと、次のようになります。 
 

          １リットル【１桁】 

        １５リットル【２桁】 

      １１３リットル【３桁】 

    ８２２リットル【３桁】 

１,１１２リットル【４桁】 

３１,４１５リットル【５桁】 

 

意味のある数字が何桁あるか―それが有効桁数（有効数字の桁数）です。 

 

次に計算の話をしましょう。 

 

軽油の二酸化炭素排出係数は、図表２－２より 

 ２．６２（kg-CO2/l）  （＝２．６２（t-CO2/kl） ） 
でした。 

 

有効数字は何桁でしょうか？ 

そう、 
３桁 

です。 

 

ここで、軽油３１,４１５リットルを燃焼させたときに発生する二酸化炭素の量を求めてみましょう。 

 二酸化炭素排出量（kg-CO2）＝３１,４１５（l）×２．６２（kg-CO2/l） 

              ＝８２,３０７．３（kg-CO2） 

 

８２,３０７．３のどの位までが、意味のある数字と言えるでしょうか？ 

もうおわかりのことと思います。８２,３０７．３の８２３までですね。 

したがって、上の計算結果を有効桁数３桁で表せば、第４位を四捨五入して 

 ８２,３００（kg-CO2） 

となる訳です。 

 

軽油 ３１,４１５リットルの有効桁数は５桁あるのですが、計算式の中の二酸化炭素排出係数 ２．６２

（kg-CO2/㍑）の有効桁数は３桁しかありません。 

したがって、計算式の中に有効桁数５桁のデータがあっても、計算結果として“保証”できるのは３桁

までです。計算結果は計算式の中に含まれる最も少ない有効桁数にあわせることがお作法です。 

 

 

〔補 足〕 

エネルギー使用量算定のためのデータは有効数字何桁まで計測しておけばよいか？ 

国が公表している各種のデフォルト値の有効桁数が３桁【経済産業省告示第六十六号】ですから、

エネルギー使用量算定のためのデータについては、有効数字４桁まで計測しておけばまずは安心

と言うことになります。 
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2.6 算定方法による算定結果の差について 

   ここまで３つの算定方法について見てきましたが、それぞれにおいて算定結果に差異はあるの

でしょうか。ここでは、①燃費法、②改良トンキロ法（積載率把握可）、③トンキロ法（積載率不明の

ため告示第 66 号（図表２－１３）の値を使用）の３つについて、机上シミュレーションで比較してみま

す。 

 

１）モデルケースの設定 

   ・輸送重量：10 トン 

   ・輸送距離：100km 

・輸送手段：10 トントラック（営業用普通貨物車） 

・積載率：100％、50％、10％（ただし、③については積載率不明のため告示にあるみなし値

（図表２－１３）62％（0.0504l/t・km）を使用） 

・燃費値：告示（図表２－７）にあるみなし値（2.89km/l）を使用 

 

（このケースにおいては） 

積載率が 100％→10 トンをトラック１台で輸送   

積載率が 50％→５トンずつトラック２台で輸送。（したがって、総輸送距離が２倍となるため、

燃費法におけるエネルギー使用量の値も２倍となる。） 

積載率が 10％→１トンずつトラック 10 台で輸送。（したがって、総輸送距離が 10 倍となるた

め、燃費法におけるエネルギー使用量の値も 10 倍となる） 

を意味します。計算結果を図表２－２６に示します。 

 

図表２－２６ ３つの算定手法によるエネルギー使用量の比較 （単位ＧＪ） 

積載率  

10％ 50％ 100％ 

燃費法 １３．２ ２．６４ １．３２ 

改良トンキロ法（積載率把握） ９．０２ ２．４４ １．３９ 

トンキロ法（積載率不明） １．９３ １．９３ １．９３ 

 

２）考察 

  上記から以下のことが分かります。 

 ① トンキロ法（積載率不明のため告示にあるみなし値を使用）では、積載率に係らず、輸送トンキ

ロを決めるとエネルギー使用量が一定量に決まってしまう。（→鉄道、船舶、航空機に関しても

同様） 

 ② 燃費法及び改良トンキロ法では、積載率が大きくなるとエネルギー使用量が低減していく。 

 

2.7 按分について 

１）按分とは 

 複数荷主が同一の車両に荷物を混載して輸送している場合において、燃料法、燃費法により算

定を行う場合には、荷主間でエネルギー使用量の按分が必要となります。しかしながら、通常荷主

単独では按分が行えないため、荷主から提供されるデータに基づき、輸送事業者が計算を行い、そ

の結果を荷主に提供することとなります。又は、輸送事業者が全体の燃料使用量、輸送トンキロの

データを荷主に提供することで、荷主自らが按分を行うことも可能です。 
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図表２－２７ 按分のイメージ図 

 

 

 

図表２－２８ エネルギー使用量の荷主別按分方法 

方法 按分の指標 

①標準手法（目標） 輸送区間別輸送重量 

②標準手法（当面） 輸送トンキロ 

③代替手法Ａ 輸送重量（トン） 

④代替手法Ｂ 輸送料金 

 

上記②の方法により物流事業者Ａの按分例 

■200X 年度の物流事業者Ａの輸送実績 

    荷主Ａ 20,000 トンキロ 

    荷主Ｂ 30,000 トンキロ 

    計    50,000 トンキロ 

■200X 年度の物流事業者Ａの燃料使用量 

    5,000(l) 

■200X 年度の荷主Ａの二酸化炭素排出量 

    5,000（l）×{20,000（トンキロ）/50,000（トンキロ）}＝2,000（l） 

■200X 年度の荷主Ｂの二酸化炭素排出量 

    5,000（l）×{30,000（トンキロ）/50,000（トンキロ）}＝3,000（l） 

 

 

 

 

荷主Ａ
の

荷物

荷主Ｂ
の

荷物

荷主Ｂ
の

荷物

荷主Ｃ
の

荷物

CO2

排出量
CO2

排出量

荷主Ａの
CO2

排出量

荷主Ｂの
CO2

排出量

荷主Ｂの
CO2

排出量

荷主Ｃの
CO2

排出量

物流事業者Ａ 物流事業者Ｂ

按分方法

輸送量　（トンキロ）
輸送量　（トン）
輸送料金　（円）　　　　　

荷主Ａ 荷主Ｂ 荷主Ｃ

按分方法

輸送量　（トンキロ）
輸送量　（トン）
輸送料金　（円）　　　　　
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２）按分の課題 

  今まで見てきたとおり、按分に関しては、難しい概念ではありませんが、実行するとなると、荷主と

輸送事業者の連携が必要となります。特に、各々が固有に持っているデータのやりとり及び算定手

順に係わるルールづくりが重要です。 

  また、その際には、参加者が納得する方法を用いる必要があり、正確性よりも公平性による方法

を検討することが必要となっております。 

 

2.8 エネルギー使用量と密接な関係を持つ値について 

      ここまでエネルギー使用量算定に係る部分（算定方法、精度、按分）について見てきましたが、

改正省エネ法で求めている年平均１％の改善とは、エネルギー使用量総量ではなく、「エネルギー

使用量総量」を「エネルギー使用量と密接な関係を持つ値」で除した「エネルギーの使用に係る原

単位」であります。そこで、本書を作成するために実施したアンケート調査において、「エネルギー

使用量と密接な関係を持つ値」として選定予定の指標について調査を行いました。その結果を図

表２－２９、－３０に示します。なお、輸送事業者に関しては、輸送トンキロ（航空輸送事業者につい

ては利用可能トンキロ）と１つに指定されておりますので、ここでは荷主・子会社のみ調査を実施し

ております。 

 

図表２－２９ エネルギー使用量と密接な関係を持つ値として選定予定の指標について 

指標 回答企業数 構成比 

輸送トンキロ     ５    38.5％ 

売上高     １     7.7％ 

生産高     １     7.7％ 

売上高、生産高     １     7.7％ 

取扱高     １     7.7％ 

販売数量     １     7.7％ 

出荷質量     １     7.7％ 

輸送重量     １     7.7％ 

特定荷主に該当しない     １     7.7％ 

計 13 100.0％ 

        ＊荷主・子会社連名による回答１ 

   

図表２－３０ 選定予定の指標とその選定理由 

No 業種 選定予定の指標 選定理由 

1 輸送用機械器具 輸送トンキロ（検討中） 

エネルギー使用量と直接リンクする指標であること、ま

た輸送効率を評価する際にも有効な指標であることか

ら選定検討中 

2 非鉄金属 輸送トンキロの予定 

売上高は製品価格の振れが大きい。 

出荷重量では近距離輸送が増えたり、遠距離輸送が

増えた場合に、振れが大きくなる。 

3 化学 トンキロを採用する予定 

 売上高や物流数量などでは、現実の物流増減と乖離

する側面があり、輸送量（トンキロ）が、物流実態を正確

に反映していると思われる。 
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No 業種 選定予定の指標 選定理由 

4 鉄鋼 トンキロを使用予定 

・業界団体共通の指標 

・数量と距離により、エネルギー使用量は変化すると判

断 

 （輸送手段の見直し、同一輸送手段での大型化、同

一距離での燃費向上 等の観点から） 

・売上高、出荷数量、等では、改善の切り口にならない

（物流費は価格変動連動型ではない為） 

5 鉄鋼 トンキロを用いる予定   

6 精密機械器具 売上高 これが適当と思われる。 

7 電機機械器具 生産高（荷主） 

荷主の生産－ロジ部門、出荷部門の活動成果、インパ

クトに結び付く指標が望ましい。 

 （トンキロは馴染みがない。売上高では、貨物以外の

コストが含まれており価格変動影響が大きい可能性が

ある。） 

8 電機機械器具 

原則「売上高」「生産高」を

原単位とするが、出荷物量

（容積）原単位も検討 

会社（グループ）の環境方針として売上高原単位を基

準としたファクター２（２０１０年までに売上高原単位あた

りの環境効率を２０００年比２倍にする＝売上高あたりの

ＣＯ2 排出量を半分にする）という方針があり、これと連

動させる為に選定。 

一方物で物量原単位が最物流施策による結果を表わ

す（商品価格の変動に左右されない）物流本来の見

方、という考えもあるため、現在検討中。 

因みに社内的には両方で管理していく予定。 

9 卸売業 

取扱高（当社の売上高に

なる荷物の金額と当社の

売上高にならない荷物の

金額の合計値） 

当社が所属する業界では一括物流（共同配送）が進め

られており、他荷主企業の荷物も輸送することが多い。

すなわち、当社自体の売上高にならない荷物も輸送し

ており、この重量および金額は当社が輸送している荷

物全体に対する割合も無視できない程度になってい

る。 したがって、エネルギー消費原単位の分母に当社

売上高は相当できないため、この当社の売上高になら

ない荷物も含めた荷物全体の重量を原単位の分母に

設定すれば最良ではあるが、当社の売上高にならない

荷物の重量は現状では把握不可能であるため、当社

の売上高と当社の売上高にならない荷物の金額の合

計（当社ではこれを取扱高と呼ぶ）をエネルギー消費原

単位の分母に設定した。 

10 食品 

1.販売数量 

その他（2.輸送貨物重量

/3.トンキロ/4.販売金額） 

販売数量が一般に会社が公表する数字に一致すると

考えている。 

輸送貨物の重量は、生産拠点から保管倉庫への移動

などの数字が公表されていないのでは第２候補として

いる。 

現在は、４つの指標で原単位を管理している。 
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No 業種 選定予定の指標 選定理由 

11 精密機械器具 ・輸送重量 
・当社の物流においてエネルギー使用量との関係が最

も密接であると考えられる為 

12 電機機械器具 ・出荷質量 

①出荷質量に伴い、輸送手段が決まるので、その輸送

量がベースになるのが妥当と考えている。 

②製品価格の動向を踏まえると、売上高では出荷質量

と相関しない。 

13 精密機器器具 

（特定荷主に該当せず、定

期報告書は作成しませ

ん。） 

  

注１ 図表２－３０のＮｏと付録に掲載の事例集のＮＯとは一致しない。 

注２ 子会社回答分の“業種”については、親会社の業種を記載している。 

 

2.9 まとめ 

  最後に、今回のアンケート調査で収集した事例に関してのデータの算定方法の選択状況につい

てデータの入手先に基づき分類しました。その際に、データ収集・提供等に関するコメントについて

も記載しました。（図表２－３１） 

  図表２－３１の下段にあるとおり、このマッピングが回答企業の全輸送区間に関するものではない

ため一概には言えませんが、改良トンキロ法を利用している企業が多いがデータのやりとりに関して、

荷主、輸送事業者とも問題を抱えていることが浮かびあがっております。 
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図表２－３１ 算定方法別データ入手先別マッピング 

 燃料法 燃費法 改良トンキロ法 トンキロ法 

他 社 と

協 力 し

て 算 定

（ デ ー

タ提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

自社、自

社 グ ル

ー プ の

み で 算

定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

注１ 今回のアンケート結果のみから作成しており、当該企業の全輸送に係る算定方法について示しているものではない。 

Ｈ 

Ｌ 

自社便は燃料法 

委託は燃費法 

Ｂ 

Ｇ 

Ｏ 

Ｄ 

17 トン以上の輸送

のため、改良トンキ

ロ法の原単位なし 

Ｔ 

Ａ 

Ｕ 

Ｗ 

Ｖ 

Ｘ 

Ｐ 

Ｊ 

燃費は国のみなし値を

使用

自家物流のため燃

費値が把握可能。

ただし傭車は実態

把握できず 

Ｓ Ｋ 

Ｒ 

Ｉ 

Ｎ 

自社でやっているが、

作業負荷が膨大 

Ｈ 

容積勝ちのため、満載でも

積載率 60％ 

燃費法に移行したいが、運

送会社から 100％協力えら

れない 

Ｃ 

Ｅ 

路線便業者等が

データ提供して

もらえない、デー

タ出すなら金を

要求された。 

共同配送をお願いしている路

線便業者からほとんど協力得

られず。協力いただいたところ

でもデータの精度も低い 

路線業者から提供いただいた

原単位データを他の路線業者

輸送分でも使用。 

路線業者にヒアリン

グした結果、積載率

等の見なし値を提供

してもらう。 

エネルギー使用量削減は輸送事業者の

仕事と思っている荷主もある。 

取引とデータ提供の在り方があいまい。

データ対応に終わりがない。 

データ提供拒否する姿勢を見せたところ、取引停止を 

ちらつかされた。 

該当箇所が全国複数に渡る場合、データを名寄せし 

集計することは手間と時間がかかりたいへんな負担。 

データ提供の在り方の再考を期待 

荷主企業から多種多様なデータ要請を受ける。 

義務ではないのに、サービスの一部となっている。 

国の統一したフォーマットが必要。 

効率的にデー

タ把握したい

ため、自社のデ

ータで算定 
Ｍ 

Ｆ 

積載率を提供して

もらえず、国のみ

なし値で算定 

Ｑ 
Ｑ 

貸切便は燃費法を使用。 

燃費値は国のみなし値を

利用。 

車種、積載率、実燃費デー

タが提供してもらえず、混

載はトンキロ法 

燃料使用量、燃費値について、

大手からのデータ入手は可能と

考えるが、中小からは望めない。

すべてのデータがそろわないと

荷主として意味がない 

輸送区間ごとの実

測燃料使用量把握

が今後の課題 

輸送事業者の会社単位

で把握しているものを

車両単位、もしくはルー

ト単位での把握が課題。 

ただし、輸送事業者に負

担を大きくさせない配

慮が必要 

どのようにデータ共有の協力

を取り付けるか依然課題 

 ＜凡例＞ 

        

荷主・子会社 

 

        物流事業者 

 

 

         コメント等 

 

 

Ｚ 

混載は トンキロ

法。貸切と混載で、

報告書の記載箇所

を別々にすべきで

はないか。 
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